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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者（個人事業者を含む）は、

一定の要件を満たせば、2021 年度の 固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。 
 

《減 免 対 象 》  

 事業用家屋及び設備等の償却資産  に対する固定資産税（通常、取得額または評価額の 1.4％） 

 事業用家屋  に対する都市計画税（通常、評価額の 0.3％） 

 

 

 

 

 

《申 告 方 法 》 

1. 中小事業者等は、税理士や会計士といった全国に存在する 認定経営革新等支援機関等  に、①中小事業者

等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。 

2. 事業者は、認定経営革新等支援機関等から 確認書  を発行してもらい、2021 年 1 月以降に 申告期限（2021

年 1 月末）までに  固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

当事務所も、経営革新等支援機関の認定を受けておりますので、ぜひご相談ください。             （大寺） 
 
 

2020 年 2 月～10 月までの任意の 連続する３ヶ月間  の 

事業収入の対前年同期比減少率 
減免率 

50％以上減少 全額 

30％以上 50％未満 ２分の１ 
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くよくよしないタイプのつもりだが、思い悩む事もある。そんな時、何故か、このフレーズが頭の中を流れる。 

深いため息をつき、何故か落ち着く。過ぎ去ったことは諦めるしか無いことに気づく。不思議な現象。私の精 

神安定剤。「討匪行
と う ひ こ う

」という軍歌のようだ。子供の頃、ラジオで聞いたような気がする。コロナとはゆっくり付き 

合うしか無いのだろう。 （竹内） 



 

 

 
 
 

 
 

仕 事 が 原 因 で 精 神 疾 患  労 災 申 請 ・ 認 定 と も に 最 多  

令和元年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。 

厚生労働省の調査によれば、仕事による強いストレスが原因で精神疾患にかかり令和元年度に労災

申請したのは 2,060 件、支給決定件数は 509 件となり、いずれも平成 14 年の統計開始以降最多でした。 
 
 請 求 件 数  

 

 

 支 給 決 定 件 数  

  
 
 
 

パ ワ ハ ラ 法 制 化 に よ る 労 災 認 定 基 準 の 改 正  

令和 2 年 5 月 29 日付けで精神障害の労災認定の基準が改正され、具体的出来事等に「パワーハラスメント」

が追加されました。 

労災認定基準にパワハラの類型が新設されたことで、より早期にパワハラの問題が認識されることになります。会

社にとっては、一層パワハラ問題も意識した対策が必要になってくるでしょう。       

（吉田） 
 
  
 
 

 
  
 

Ｑ）自動車事故における被害者に対する次の療養費は課税売上になりますか？ 
① 自動車損害賠償責任保険の支払を受けて行われる療養費（任意保険や自費で支払われるものを含む） 
② 医療機関が必要と認めた療養費（おむつ代、松葉づえの賃貸料、付添寝具料などを含む） 
③ 自由診療に係る療養費（自動車事故による療養であることが記録により証明されているもの） 
④ 療養を受ける者の希望により、特別病室の提供を行った場合の患者が支払う差額部分（差額ベッド代） 

 
A）④の差額ベッド代については課税売上となりますが、自動車事故の被害者に対する療養は原則、非課税売上となります。 
 

（後藤） 
 
 
 

 
  
 
夏が近づき、台風の時期となりました。今月号では『興行中止保険』についてご紹介したいと思います。 
 
『興行中止保険』とは、コンサート、演劇、まつり､スポーツ大会等のイベントが、悪天候、交通機関の事故等の不測かつ突発的な

事由により中止または延期した場合に、イベントの準備のために既に支出していた費用や、中止や延期に伴い臨時に支出した費用に
対して保険金が支払われます。 

 
◆保険期間（契約期間） 

契約日の午後４時から、保険のご契約時に予定されているイベントの終了日の午後１２時まで
（開催予定日の１４日前までには申込手続きを完了する必要あり） 

 
◆支払われる保険金（契約時にあらかじめ設定する支払限度額の範囲内） 

（支出した費用＋臨時費用）×縮小支払割合  ※縮小支払割合は、１００％以下で設定 
 
◆保険料（最低保険料１万円～） 

対象となる事故、損害、支払限度額等の保険条件に応じてイベントごとに契約時に設定  
 
◆保険金をお支払できない主な場合 
 関係者の故意、重過失または法令違反、解散､破産､資金不足による中止・延期 
 イベントの出演予定者以外の者が、感染症にかかること､かかっている疑いがあることまたはかかるおそれがあることなど 

 
なお、この保険はオーダーメイドの保険となるため、ご契約にあたっては、事前に十分ご相談頂くことをお勧めいたします。 
 

（さくらﾋﾞｼﾞﾈｽ） 
 

【業種別（大分類）】        【年齢別】 
 「医療・福祉」 426 件       「40～49 歳」 639 件 
 「製造業」 352 件         「30～39 歳」 509 件 
 「卸売業・小売業」 279 件    「20～29 歳」 432 件 

【業種別（中分類）】                   【年齢別】 
 「社会保険・社会福祉・介護事業」 48 件     「40～49 歳」 170 件 
 「医療業」 30 件                     「30～39 歳」 132 件 
 「道路貨物運送業」 29 件               「20～29 歳」 116 件 
 

 リスマネ委員会  ～ 興行中止保険（イベント保険） ～    

 医療係  ～ 消費税 交通事故の被害者に対する療養費 ～    



   
 
  

 
 

 
  

■8 月11 日 
1 7 月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 
■8 月31 日 
2 6 月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業

税・（法人事業所税）・法人住民税＞ 
3 3 月、6 月、9 月、12 月決算法人・個人事業者の 3 月ごとの期間短縮に

係る確定申告＜消費税・地方消費税＞ 
4 法人・個人事業者の 1 月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方

消費税＞ 
5 12 月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業

税・法人住民税＞（半期分） 

6 消費税の年税額が 400 万円超の 3 月、9 月、12 月決算法人・個人事業者
の 3 月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞ 

7 消費税の年税額が 4,800 万円超の 5 月、6 月決算法人を除く法人・個人事
業者の 1 月ごとの中間申告（4 月決算法人は 2 か月分）＜消費税・地方消
費税＞ 

8 個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告   
■8 月中において都道府県の条例で定める日 
9 個人事業税の納付（第1 期分） 
■8 月中において市町村の条例で定める日 
10 個人の道府県民税及び市町村民税の納付（第2 期分）

 
 
 

 
  
我が国では、金融商品会計基準等において、時価（公正な評価額）の算定が求められているものの、これまで算定方法に

関する詳細なガイダンスは定められていませんでした。一方、国際的な会計基準等では、時価の算定方法に関する詳細なガ
イダンスが定められています。今般、国際的な会計基準等との比較可能性を向上させるために、「時価の算定に関する会計
基準」が公表されました。 

当会計基準は、2021 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。 
次回より、会計基準の内容について詳細に解説していきたいと思います。  

                       （孝志茜） 
 
 
 

 
  
「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」は、一定の要件を満たした受贈者（特定受贈者）が、直系尊属（父母や祖

父母等）より、自己の居住の用に供する住宅用家屋を新築、取得又は増改築等をするために資金の贈与を受けた場合にお
いて、最大 1,500 万円（令和 2 年 4 月 1 日～3 年 3 月 31 日の場合）まで贈与税が課されないというものです。  

 
この特例を受けるためには、 
  
（１） 贈与を受けた年の翌年 3 月 15 日までに住宅用家屋を新築、取得又は増改築等をすること（取得期限）  
（２） 贈与を受けた年の翌年 12 月 31 日までに、取得した住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供していること

（居住期限）  
 

という取得期限と居住期限があります。  
 

ただし、「災害に基因するやむを得ない事情」により、期限までに新築や居住ができなかった場合には、それぞれの期限が１
年延長され、特例の適用を受けることができます。 

 
今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、例えば、緊急事態宣言などによる感染拡大防止の取組に伴う工期の見直し、

資機材等の調達が困難なことや感染者の発生などにより工事が施工できず工期が延長される場合など、新型コロナウイルス
感染症の影響により生じたものについては、「災害に基因するやむを得ない事情」に該当するものと認められ、取得期限までに
新築等ができなかった場合又は居住期限までに居住ができなかった場合でも、期限の延長が認められます。 
（国税庁ＨＰ「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関する FAQ」参照 ）            

（坂田） 
 
 
 

 
  
建設業の経理の状況（Ｗ５）について、「経理に関して継続的に知識の向上に努めている者であることを経営事項審査上の評

価要件とする」ことに見直されます。 
  

改正前：登録経理試験の 1 級または 2 級に合格した者 
改正後：登録経理士講習実施機関に登録された 1 級または 2 級登録経理士 

  
現在は、資格取得を加点の条件としているが、改正案では 5 年に 1 度の講習を受講している経理士が加点の条件となります。 
この改正案は令和3 年4 月1 日に施行予定です。                                                        

（岸上） 
 

 

1１日 一括有期事業開始届＜概算保険料160 万円未満：請負金
額18,000 万円未満の工事＞（労働基準監督署） 

 支給事由を同一にする被用者年金の受給権を有する基礎年金受給権者
（誕生月を迎える者）現況届 
旧国民年金（老齢・通老）受給権者（誕生月を迎える者）現況届 31 日 健保・厚年の保険料納付（郵便局または銀行） 

健保印紙受払等報告書・雇保印紙保険料納付（使用）状況
報告書提出（年金事務所・公共職業安定所） 

 

 建設係  ～ 経営事項審査の審査基準の改正案 ～    

 資産税係  ～ 住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例とコロナ対応 ～    

8月の社会保険労務 

 会計制度  ～ 時価の算定に関する会計基準① ～    

8月の税務 



 
 

※掲載料金は無料ですので、ぜひ貴社のＰＲにお役立て下さい。お申込みいただいた方より順次掲載しております。 

 広告内容については、お客様から提供された情報に基づいて作成されています。万一、損害を被った場合についても、一切責任を負いかねます。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 まだまだ、広告募集中です！！ 

 
 

 

         
          
 

徳島の新しい柑橘「阿波すず香」ご存じですか？すだちとゆずを交配した新品種です。その阿波すず
香の皮をたっぷり使ったのが「阿波すず香みそ」。県産香酸かんきつ類の普及を目指す徳島大学の教員
や学生さんと共同開発したコラボ商品です。 

 
志まや味噌の御膳みそと阿波すず香の果皮をブレンド。加熱しても苦みが

出ないので、果皮をたくさん使用し、果実感たっぷりに仕上げました。爽やかな
香りと甘みが、お子さんにも食べやすいと好評です。 

 
食べ方は、ごはんや野菜だけではなく、トーストしたパンと一緒に食べても美

味しいです。新食感の阿波すず香みそ！ぜひ、一度お召し上がりください。 
 

【商品詳細】 

阿波すず香みそ 

本体価格 400 円（税込４３２円）/ 150g 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

 
 
 

 

 

 

 当文書に掲載された記事の無断での使用・転載・引用などは一切禁止しております。内容には万全を期していますがそ

の内容を保証するものではありません。万一、当文書の情報に基づいて損害を被った場合についても、一切責任を負

いかねます。また特定の商品を奨励または中傷するものではありません。 

さくら通信をご覧になって、ご意見ご感想がございましたら、 
お電話･FAX･ﾒｰﾙ等でご連絡下さい。  
                          
                          
                          
                       

当事務所では、８月１２日(水)から１６日(日)まで 夏季休業とさせていただきます。 

何かとご不便をおかけする事と存じますが、何卒ご理解ご協力賜ります様お願い申し上げます。 

さくら税理士法人 
さくら社会保険労務士法人 
㈱さくらビジネスサービス 
労働保険事務組合 徳島県労務能率協会 
〒770-0025 徳島市佐古五番町２番５号 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://www.skr39.co.jp/ 
Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  ：kimutake@js4.so-net.ne.jp  
TEL：０８８－６２５－２５５６ 
FAX：０８８－６５４－１１８１ 

 

日頃より当事務所の運営に多大なるご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。 

この度、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、参加者及び関係者の健康・安全面を第一に考慮した結果、毎

年９月に開催しております研修会・懇親会の開催中止を決定いたしました。 

毎年ご好評をいただいております研修会・懇親会ゆえ、苦渋の決断ではございましたが、何卒ご理解の程よろしくお

願い申し上げます。 

志まや味噌 
 

〒770-0802 徳島市吉野本町5-47  TEL：088-652-7356 

営業時間：9:00-18:30（平日）/9:00-18:00(土曜日) 

定休日：日曜日/祝日 


